
社会福祉法人制度改革 

 

～地域における公益的な取組を実施する責務の図式化～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 福祉ニーズ、調整、確認 

 

 

社会福祉法人 

社会福祉充実残高あり 

社会福祉法人 

社会福祉充実残高なし 

社会福祉充実計画の作成 

地域協議会（既存協議会活用） 

例：市町村社会福祉協議会 

地域福祉活動計画推進委員会等 

 

地域公益事業等 

参画・意見を聞く 

社会福祉充実計画の作成義務なし 

福智町社会福祉法人地域公益活動連携協議会 

地域公益事業 

平成 28年改正法第 55条の 2に

規定する地域公益事業の実施。 

地域における公益的な取組み 

（社会貢献活動） 

平成 26年 6月閣議決定「規制改革実施計画」に

おいてすべての社会福祉法人に義務付けまた、

平成 28年改正法第 24条第 2項ですべての法人

の責務として規定。  

充実残高の再投下 
ニーズに基づいて連携した 

公益的活動の実施 


